
 

 

 

第 51 回学生弓道合同研修会 

決定事項一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都学生弓道連盟 



議題① 名誉顧問の新設・推薦に関して 

    規約改正 

《役 員》第八条 

本連盟に次の役員を置く。 

 一、    会 長          一名 

二、    副 会 長         若干名 

三、    名誉顧問         若干名 

三、四、  顧 問           若干名 

四、五、  委 員 長         一名 

五、六、  副委員長         一名 

六、七、  副委員長（会計）     一名 

七、八、  副委員長（総務）     一名 

八、九、  副委員長（外務）     一名 

九、十、  副委員長（内務）     一名 

十、十一、 専任委員（会計）     一名 

十一、十二、専任委員         若干名 

    《選 出》第九条 

②名誉顧問・顧問は加盟大学のＯＢ団体より推薦し、総会の承認を経て会長がこれ

を委託する。特に本連盟への功績顕著な者を名誉顧問とする。 

 《会長・副会長・名誉顧問・顧問》第十条 

②名誉顧問・顧問は連盟の運営の円滑化のため助力にあたる。 

《任 期》第十三条 

①会長・副会長・名誉顧問・顧問の任期は九月一日より翌々年の八月三十一日の

二年間とする。但し、再選を妨げない。 

議決 

    全会一致で可決された。 

    推薦 

    名誉顧問：小笠原清忠先生 

    議決 

    全会一致で可決された。 

 

 

 

 



議題② リーグ編成表再編に関して 

    規約改正 

    《リーグ編成》第八十五条 

    ①加盟校はⅠ部・Ⅱ部・Ⅲ部・Ⅳ部・Ⅴ部に分類し、Ⅱ部・Ⅴ部はＡ・Ｂに分割、

Ⅲ部・Ⅳ部はＡ・Ｂ・Ｃに分割する。Ⅲ部はＡ・Ｂに分割、Ⅳ部・Ⅴ部はＡ・Ｂ・

Ｃに分割する。なお原則として各ブロックにつき五大学とする。 

    《入替戦組み合わせ》第一〇六条 

    ①女子リーグ戦Ⅰ部―Ⅱ部入替戦組み合わせは、男子リーグ戦ⅡⅠ部―ⅢⅡ部入

替戦組み合わせに準ずる。 

②女子リーグ戦Ⅱ部―Ⅲ部入替戦組み合わせは、男子リーグ戦ⅢⅡ部―ⅣⅢ部入

替戦組み合わせに準ずる。 

③女子リーグ戦Ⅲ部―Ⅳ部入替戦組み合わせは、男子リーグ戦ⅣⅢ部―ⅤⅣ部入

替戦組み合わせに準ずる。 

④女子リーグ戦Ⅳ部―Ⅴ部入替戦組み合わせは、次の通りとする男子リーグ戦Ⅳ

部―Ⅴ部入替戦組み合わせに準ずる。 

議決 

    全会一致で可決された。 

    ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

 

議題③ 本連盟主催行事の開催に関して 

    第 72 期新人戦 

    トーナメント抽選会：2026 年 2 月 8 日（オンライン開催） 

    立合講習会    ：2026 年 2 月 21 日（オンライン開催） 

    試合日程は出場校数、会場貸出状況に応じて決定する。 

    ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

    第 64 回百射会・記録会 

        記録会：2026 年 5 月５日（予定） 

百射会：2026 年 5 月 6 日（予定） 

    会場：全日本弓道連盟中央道場（明治神宮） 

    注意事項・その他 

    出場者会議をオンラインにて開催する可能性がある。 

    ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

     



    第 56 回全関東学生弓道選手権大会 

    個人戦予選：2026 年 5 月 16 日・17 日（オンライン開催） 

    本戦   ：2026 年 6 月 20 日・21 日 

    会場：日本武道館 

    ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

    第 73 期リーグ戦 

    第Ⅰ週を 2026 年 9 月 6 日より開始する予定である。 

    ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

 

議題④ 都学連規約改正に関して 

誤植の訂正 

  ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

新人戦の試合方式について 

    《試合方式》第一一六条 

③一立六人山立順立とする。 

    議決 

  全会一致で可決された。 

  ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと。 

リーグ戦・新人戦の立順登録・交代について 

《選手の通知》第六十四条 

①各大学は試合開始前に当日の試合に出場する選手八名と控え四名の氏名部員番

号を立合及び相手校に書面で通知しなければならない。通知なく本座線を越え

て入場した場合、当該選手の矢を全て外れとする。 

《選手の通知》第九十四条 

①各大学は試合開始前に当日の試合に出場する選手四名と控え四名の氏名部員番

号を立合及び相手校に書面で通知しなければならない。通知なく本座線を越え

て入場した場合、当該選手の矢を全て外れとする。 

《選手の通知》第一二三条 

①各大学は試合開始前に当日の試合に出場する選手六名の氏名部員番号を立合及

び相手校に書面で通知しなければならない。通知なく出場した場合、当該選手の

矢を全て外れとする。 



《選手の通知》第一四四条 

①各大学は試合開始前に当日の試合に出場する選手四名の氏名部員番号を立合及

び相手校に書面で通知しなければならない。通知なく出場した場合、当該選手の

矢を全て外れとする。 

    議決 

  賛成票 44 票（うち委任状 1 校）により可決された。 

    ※詳細は後日公開する議事録を参照のこと 


